
○
総
務
省
令
第
六
十
一
号

総
務
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
一
号
）
及
び
総
務
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
四
十
六
号
）

を
実
施
す
る
た
め
、
総
務
省
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
四
月
八
日

総
務
大
臣

林

芳
正

総
務
省
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

総
務
省
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
総
務
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改

正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後

欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲

げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ

て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



改

正

後

改

正

前

（
デ
ジ
タ
ル
基
盤
推
進
室
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
支
援
室
及
び
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
室
並
び
に
本
人

（
デ
ジ
タ
ル
基
盤
推
進
室
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
支
援
室
及
び
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
室
並
び
に
企
画

確
認
情
報
保
護
専
門
官
）

官
及
び
本
人
確
認
情
報
保
護
専
門
官
）

第
二
十
二
条

住
民
制
度
課
に
、
デ
ジ
タ
ル
基
盤
推
進
室
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
支
援
室
及
び
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ

第
二
十
二
条

住
民
制
度
課
に
、
デ
ジ
タ
ル
基
盤
推
進
室
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
支
援
室
及
び
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ
対
策
室
並
び
に
本
人
確
認
情
報
保
護
専
門
官
一
人
を
置
く
。

リ
テ
ィ
対
策
室
並
び
に
企
画
官
及
び
本
人
確
認
情
報
保
護
専
門
官
そ
れ
ぞ
れ
一
人
を
置
く
。

［
２
～
７

略
］

［
２
～
７

同
上
］

［
削
る
］

８

企
画
官
は
、
命
を
受
け
て
、
地
方
公
共
団
体
の
情
報
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び

立
案
並
び
に
調
整
に
関
す
る
事
務
を
行
う
。

８

［
略
］

９

［
同
上
］

（
ふ
る
さ
と
住
民
登
録
制
度
推
進
室
及
び
地
域
情
報
化
企
画
室
）

（
地
域
情
報
化
企
画
室
）

第
二
十
三
条

地
域
政
策
課
に
、
ふ
る
さ
と
住
民
登
録
制
度
推
進
室
及
び
地
域
情
報
化
企
画
室
を
置
く
。

第
二
十
三
条

地
域
政
策
課
に
、
地
域
情
報
化
企
画
室
を
置
く
。

２

ふ
る
さ
と
住
民
登
録
制
度
推
進
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

［
新
設
］

一

住
所
地
以
外
の
地
域
と
継
続
的
に
関
わ
る
者
の
情
報
シ
ス
テ
ム
へ
の
登
録
を
通
じ
た
地
域
の
振
興
に
関
す

る
制
度
の
企
画
、
立
案
、
推
進
及
び
関
係
行
政
機
関
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二

前
号
の
制
度
に
関
す
る
情
報
シ
ス
テ
ム
の
整
備
及
び
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

３

ふ
る
さ
と
住
民
登
録
制
度
推
進
室
に
、
室
長
を
置
く
。

［
新
設
］

４

地
域
情
報
化
企
画
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
（
ふ
る
さ
と
住
民
登
録
制
度
推
進
室
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を

２

地
域
情
報
化
企
画
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

除
く
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

５

［
略
］

３

［
同
上
］

（
沖
縄
行
政
評
価
事
務
所
に
置
く
課
等
）

（
沖
縄
行
政
評
価
事
務
所
に
置
く
課
等
）

第
二
百
六
十
七
条

沖
縄
行
政
評
価
事
務
所
に
、
次
に
掲
げ
る
課
並
び
に
管
理
官
一
人
、
評
価
監
視
官
二
人
及
び

第
二
百
六
十
七
条

沖
縄
行
政
評
価
事
務
所
に
、
次
に
掲
げ
る
課
並
び
に
評
価
監
視
官
二
人
及
び
主
任
行
政
相
談

主
任
行
政
相
談
官
一
人
を
置
く
。

官
一
人
を
置
く
。

総
務
課

総
務
課

行
政
相
談
課

行
政
相
談
課

（
総
務
課
の
所
掌
事
務
）

（
総
務
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
百
六
十
八
条

総
務
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
二
百
六
十
八
条

［
同
上
］

［
一

略
］

［
一

同
上
］

二

沖
縄
行
政
評
価
事
務
所
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
（
管
理
官
の
所
掌
に
属
す
る
も

二

沖
縄
行
政
評
価
事
務
所
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

の
を
除
く
。
）
。

［
三
～
八

略
］

［
三
～
八

同
上
］

九

広
報
に
関
す
る
こ
と
（
管
理
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

九

広
報
に
関
す
る
こ
と
。

［
十
～
十
四

略
］

［
十
～
十
四

同
上
］



［
削
る
］

十
五

政
策
評
価
に
関
す
る
基
本
的
事
項
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
政
策
評
価
に
関
す
る
各
府
省
及
び
デ
ジ
タ

ル
庁
の
事
務
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

［
削
る
］

十
六

法
第
二
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
務
の
う
ち
総
務
大
臣
の
定
め
る
事
務

十
五

［
略
］

十
七

［
同
上
］

十
六

［
略
］

十
八

［
同
上
］

（
管
理
官
の
職
務
）

第
二
百
六
十
九
条
の
二

管
理
官
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

［
新
設
］

一

政
策
評
価
に
関
す
る
基
本
的
事
項
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
政
策
評
価
に
関
す
る
各
府
省
及
び
デ
ジ
タ
ル

庁
の
事
務
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

二

内
閣
法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
沖
縄
行
政
評
価
事
務
所
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
務

三

法
第
二
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
務
の
う
ち
総
務
大
臣
の
定
め
る
事
務

四

広
報
に
関
す
る
重
要
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

２

前
項
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
管
理
官
は
、
命
を
受
け
て
、
沖
縄
行
政
評
価
事
務
所
の
所
掌
事
務
に
関
す
る

特
定
事
項
に
つ
い
て
の
総
合
調
整
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
評
価
監
視
官
の
職
務
）

（
評
価
監
視
官
の
職
務
）

第
二
百
七
十
条

評
価
監
視
官
は
、
命
を
受
け
て
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
分
掌
す
る
。

第
二
百
七
十
条

［
同
上
］

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

［
削
る
］

四

内
閣
法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
沖
縄
行
政
評
価
事
務
所
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
務

［
削
る
］

五

法
第
二
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
務
（
総
務
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
総
務
大

臣
の
定
め
る
事
務

附

則

附

則

（
自
治
行
政
局
住
民
制
度
課
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
室
の
設
置
期
間
の
特
例
）

第
十
一
条

削
除

第
十
一
条

自
治
行
政
局
住
民
制
度
課
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
室
は
、
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の

間
、
置
か
れ
る
も
の
と
す
る
。

（
自
治
行
政
局
選
挙
部
選
挙
課
企
画
官
の
設
置
期
間
の
特
例
）

第
十
三
条

削
除

第
十
三
条

第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
企
画
官
は
、
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
置
か
れ
る
も
の
と

す
る
。

（
沖
縄
行
政
評
価
事
務
所
の
管
理
官
の
職
務
の
特
例
）

（
沖
縄
行
政
評
価
事
務
所
の
総
務
課
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

第
十
八
条

復
興
庁
が
廃
止
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
第
二
百
六
十
九
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

第
十
八
条

復
興
庁
が
廃
止
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
第
二
百
六
十
八
条
第
十
五
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
「

て
は
、
「
各
府
省
及
び
デ
ジ
タ
ル
庁
」
と
あ
る
の
は
、
「
各
府
省
、
デ
ジ
タ
ル
庁
及
び
復
興
庁
」
と
す
る
。

各
府
省
及
び
デ
ジ
タ
ル
庁
」
と
あ
る
の
は
、
「
各
府
省
、
デ
ジ
タ
ル
庁
及
び
復
興
庁
」
と
す
る
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。



附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


